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○ 取扱い 

原則として、歯冠修復物又は補綴物の除去後に抜歯に至った場合の歯冠

修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯冠修復物又は補綴物の除去後に、歯又は歯周組織の症状等によって、

当該歯が保存できずに抜歯手術を行うことが臨床上あり得るものと考え

られる。 

 


